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問い合わせ 医療保険課
（   892・0121）

■
30
・
31
年
度
の
保
険
料

　

保
険
料
は
２
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
て
お
り
、
30
年
度
か
ら
保
険
料

率
が
変
わ
り
ま
す
。

■ 

保
険
料
の
軽
減

① 

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す（
下
表
の
と
お
り
）。

※ 

軽
減
に
該
当
す
る
か
を
判
断
す

る
総
所
得
金
額
な
ど
に
は
、
専

従
者
控
除
、
譲
渡
所
得
の
特
別

控
除
の
税
法
上
の
規
定
は
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

※ 

世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場

合
で
も
、そ
の
世
帯
主
の
所
得
が

軽
減
判
定
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

② 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
前
日
に
お
い
て
、
会
社
の

健
康
保
険
や
共
済
組
合
、
船
員

保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

は
、
所
得
割
額
は
課
さ
れ
ず
、

被
保
険
者
均
等
割
額
が
５
割
軽

減
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
通
知
の
送
付
時
期

　
「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
ま

た
は「
納
入
通
知
書
」は
、
７
月
中

旬
に
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
以
降
に
被
保
険
者
と
な
っ

た
人
に
は
、
８
月
以
降
に
順
次
、

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■ 

30
年
２
月
に
保
険
料
を
年
金
天

被保険者均等割軽減の所得判定区分 軽減
割合

軽減後の
額（年額）

①
下欄②に属する被保険者であり、当該世帯の被保険者全員の
各所得が 0円であるとき（ただし、公的年金等控除額は 80
万円として計算する）

9割 5,149 円

② 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが、基礎控除額（33万円）を超えないとき 8.5割 7,723 円

③
世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基
礎控除額（33万円）＋27万 5,000円×被保険者の数】を超え
ないとき

5割 25,745円

④ 世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額などが【基礎控除額（33万円）＋50万円×被保険者の数】を超えないとき 2割 41,192円

の
た
め
、
所
得
情
報
の
な
い
人
に

は
、
６
月
ご
ろ
に
簡
易
申
告
書
を

送
付
し
ま
す
。

■
健
康
診
査
に
つ
い
て

　

４
月
下
旬
、
被
保
険
者
に
大
阪

府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

が
、「
健
康
診
査
受
診
券
」
を
送
り

ま
す
。年
度
途
中
に
75
歳
に
な
る

人
に
は
、
誕
生
月
の
翌
月
初
旬
に

順
次
送
り
ま
す
。

　

広
域
連
合
が
指
定
す
る
医
療
機

関
で
、有
効
期
限
ま
で
無
料
（
年
度

中
１
回
）
で
受
診
で
き
ま
す
の
で
、

事
前
に
医
療
機
関
な
ど
に
予
約
し
、

受
診
券
と
被
保
険
者
証
を
持
っ
て

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

３
月
に
75
歳
に
な
る
人
に
は
、

４
月
に
受
診
券
を
送
り
ま
す
の

で
、
受
診
は
翌
年
度
に
な
り
ま

す
。

※ 

６
か
月
以
上
の
入
院
、
施
設
に

入
所
・
入
居
し
て
い
る
人
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
歯
科
健
診
に
つ
い
て

　

４
月
か
ら
、
新
た
に
歯
科
健
診

が
始
ま
り
ま
す
。被
保
険
者
に
は
、

４
月
下
旬
に
府
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
が「
歯
科
医
院
リ
ス
ト
」

を
送
付
し
ま
す
。年
度
途
中
に
75

歳
に
な
る
人
に
は
、
誕
生
月
の
翌

月
初
旬
に
順
次
送
付
し
ま
す
。

　

広
域
連
合
が
指
定
す
る
歯
科
医

引
き
で
納
付
し
た
人

　

４
・
６
・
８
月
の
年
金
受
給
時

に
、
２
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ
た

金
額
と
同
額
を
仮
徴
収
額
と
し
て

年
金
天
引
き
し
ま
す
。
な
お
、
保

険
料
額
の
通
知
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
簡
易
申
告
書
の
送
付

　

保
険
料
の
軽
減
、
自
己
負
担
割

合
や
自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
は

所
得
情
報
を
基
に
行
い
ま
す
。そ

院
で
、
年
度
中
に
１
回
無
料
で
受

診
で
き
ま
す
の
で
、
事
前
に
歯
科

医
院
へ
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
被

保
険
者
証
を
忘
れ
ず
に
持
参
し
、

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

６
か
月
以
上
の
入
院
、
施
設
に

入
所
・
入
居
し
て
い
る
人
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
助
成

　

被
保
険
者
が
人
間
ド
ッ
ク
を
受

診
し
た
場
合
、費
用
の
一
部
を
助
成

（
年
度
中
１
回
）し
て
い
ま
す
。

　

助
成
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
す
る
ま
で
の
間
は
、領
収
書
な

ど
を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
額　

上
限
２
万
６
０
０
０
円

申 

請
に
必
要
な
も
の　

人
間
ド
ッ

ク
の
領
収
書
、
人
間
ド
ッ
ク
の

検
査
結
果
通
知
書
な
ど
の
写

し
、
被
保
険
者
証
、
口
座
情
報

が
分
か
る
も
の
、印
鑑

申
請
窓
口　

市
医
療
保
険
課

■
制
度
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

　

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
事
務
局

▽ 

保
険
料
、
被
保
険
者
資
格
、
被

保
険
者
証
な
ど
＝
資
格
管
理
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
２
８
）

▽ 

給
付
事
務
、
保
健
事
業
（
健

康
診
査
）、
医
療
費
通
知
、
レ

セ
プ
ト
点
検
な
ど
＝
給
付
課

（
℡   

06
・
４
７
９
０
・
２
０
３
１
）

年間保険料（※ 1）
＝

被保険者均等割額〈被保険者
1人あたり 5万 1,491 円〉

＋

所得割額〈賦課の基となる所
得金額（※ 2）× 9.90％〉

（ ※ 1）保険料年額の限度
額は、62万円です。
（ ※ 2）前年の総所得金額・
山林所得金額・他の所得
と区分して計算される所
得の金額の合計額から、
基礎控除額 33 万円を控
除した額です（雑損失の
繰越控除額は控除しませ
ん）。

保険料の算定式

後期⾼齢者医療の
お知らせ
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30
年
度
の
納
税
通
知
書
の
発
送

時
期
、
納
期
限
は
下
表
の
と
お
り

で
す
。

■ 

口
座
振
替
制
度
の
ご
案
内

　

市
税
（
市
・
府
民
税
〈
普
通
徴

収
〉、固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

軽
自
動
車
税
）
の
納
付
に
は
、
便

利
で
確
実
な
口
座
振
替
（
自
動
払

込
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

市
内
の
金
融
機
関
、
ま
た
は
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
窓
口
に
口

座
振
替
申
込
書
が
あ
り
ま
す
。納

期
限
の
１
か
月
前
ま
で
に
、
申
込

書
に
記
載
の
あ
る
市
指
定
金
融
機

関
の
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

　

ま
た
、
前
納（
全
期
一
括
）を
希

望
す
る
人
は
、
固
定
資
産
税
・
都

税　目 市・府民税
（普通徴収）

固定資産税
都市計画税 軽自動車税

納税通知書
発送時期 6月上旬 5月上旬 5月上旬

第 1期納期 7月　2日（月） 5月 31日（木）5月 31日（木）

第 2期納期 8月 31日（金） 7月 31日（火） ー

第3期納期 10月 31日（水）10月　1日（月） ー

第4期納期 12月 25日（火）11月 30日（金） ー

問い合わせ 税務室
（   892・0121）

市
計
画
税
は
４
月
末
ま
で
、
市
・

府
民
税
は
５
月
末
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
引
き
落
と
し
は
各
納
期

限
の
日
に
指
定
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
ま
す
。

※ 

口
座
振
替
申
込
書
は
、
市
外
の

金
融
機
関
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
市
外
金
融
機
関
を
利
用
す

る
場
合
は
、
税
務
室
納
税
管
理

係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

30 年度の
市税の納期

問い合わせ ⼦育て⽀援課
（   893・6406）

児童扶養⼿当・
特別児童扶養⼿当

　

４
月
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
額
が

変
わ
り
ま
す
。29
年
度
よ
り
も
０
・

５
％
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の
改
定

支 

給
額
（
月
額
）　

下
表
の
と
お

り
対 　

象　

父
母
の
離
婚
・
死
亡
・

障
が
い
な
ど
に
よ
り
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
児
童
（
18
歳
に
な
っ
て
か

ら
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児

童
・
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場

合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）
を
監

護
す
る
母
、
監
護
し
か
つ
生
計

を
同
じ
く
す
る
父
、
ま
た
は
父

母
以
外
で
児
童
を
養
育
す
る
人

（
児
童
と
同
居
し
、
監
護
し
、
生

計
を
維
持
し
て
い
る
人
）
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

※ 

婚
姻
（
内
縁
を
含
む
）、
父
・
母

の
帰
還
、
児
童
を
養
育
し
な
く

な
っ
た
な
ど
、
受
給
資
格
が
な

く
な
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。届
け

出
を
し
な
い
ま
ま
手
当
て
を

4 月からの児童扶養手当額

全部支給（引き上げ額） 一部支給（引き上げ額）

本体額
月額 42,500 円
（210 円増）

月額 10,030 円～ 42,490 円
（50円～ 210円増）

第 2子加算額
月額 10,040 円
（50円増）

月額 5,020 円～ 10,030 円
（20円～ 50円増）

第 3 子以降加
算額

月額 6,020 円
（30円増）

月額 3,010 円～ 6,010 円
（10円～ 30円増）

受
け
て
い
る
と
、
資
格
が
な
く

な
っ
た
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

手
当
て
を
全
額
返
金
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

■ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
支
給
額
の

改
定

支
給
額（
月
額
）

▽ 

１
級
＝
５
万
１
７
０
０
円
（
２

５
０
円
増
）

▽ 

２
級
＝
３
万
４
４
３
０
円
（
１

６
０
円
増
）

対 　

象　

20
歳
未
満
で
、
政
令
に

指
定
す
る
障
が
い
の
状
態
に
あ

る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母

（
主
と
し
て
児
童
の
生
計
を
維

持
す
る
い
ず
れ
か
１
人
）
か
、

父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育

（
児
童
と
同
居
し
、
監
護
し
、
生

計
を
維
持
）す
る
人

■
受
給
条
件

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
、
公
的
年
金
給
付
と

の
関
連
や
所
得
制
限
、
支
給
要
件

な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

※ 

手
当
て
を
受
け
て
い
る
人
で
、

障
が
い
の
程
度
・
住
所
・
名
前

な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

は
、届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
次
回
の
定
例
払
い

　

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
と
も
に
、
４
月
11
日
（
水
）

で
す
。

市政のうごき

　

医
療
保
険
と
介
護
保
険
（
介
護

予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

を
含
む
）
の
両
方
に
自
己
負
担
が

あ
る
世
帯
で
、
１
年
間
（
毎
年
８

月
１
日
〜
翌
年
７
月
31
日
）
の
そ

れ
ぞ
れ
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し

て
、
自
己
負
担
限
度
額
に
５
０
０

円
を
加
え
た
額
以
上
の
場
合
は
、

申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
超
え
た
金

額
を
支
給
し
ま
す
。同
一
世
帯
内

で
も
、
対
象
年
度
の
末
日
（
通
常

は
７
月
31
日
）に
、加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

　

な
お
、自
己
負
担
額
の
合
算
は
、

高
額
療
養
費
や
高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
・
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
相
当
事
業
費
を
受
給
し
た
後
の

自
己
負
担
額
を
合
計
し
て
合
算
し

ま
す
。

■
申
請
方
法

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
で

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は
１

月
下
旬
に
、
国
民
健
康
保
険
加
入

で
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人
に
は

３
月
下
旬
以
降
に
申
請
書
を
送
付

し
ま
す
。

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
各
医
療
保
険
者
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。な
お
、
計
算
期
間
中
に

保
険
者
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、
申

請
書
が
送
付
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、下
表
に
該
当
す
る
場

合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■ 

70
歳
以
上
の
人
が
い
る
世
帯
の

自
己
負
担
限
度
額

※ 

１
＝
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４

５
万
円
以
上
で
も
要
件
を
満
た

せ
ば
、
申
請
に
よ
り「
一
般
」の

区
分
と
同
様
に
な
り
ま
す
。

※ 

２
＝
住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅰ
で

複
数
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

が
い
る
世
帯
の
場
合
は
、
介
護

支
給
分
の
限
度
額
が
31
万
円
と

な
り
ま
す
。

▽ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅰ
＝
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
世

帯
員
全
員
の
各
所
得
が
０
円
の

世
帯
の
人
（
た
だ
し
、
公
的
年

金
等
控
除
額
は
80
万
円
と
し
て

所得区分
後期高齢者医療制度
＋介護保険（75 歳以
上の人がいる世帯）

国民健康保険等＋
介護保険（70～ 74
歳の人がいる世帯）

現役並み所得者（住民税課
税所得 145万円以上）※ 1 67 万円

一般（住民税課税所得 145
万円未満） 56 万円

住民税非課税世帯Ⅱ 31 万円
住民税非課税世帯Ⅰ 19 万円（※ 2）

70 歳以上の人がいる世帯の自己負担限度額（年額）
計
算
）

▽ 

住
民
税
非
課
税
世
帯
Ⅱ
＝
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
Ⅰ
以

外
の
人

■ 

70
歳
未
満
の
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額

　

70
歳
未
満
の
世
帯
の
自
己
負
担

限
度
額
は
、
平
成
28
年
８
月
〜
29

年
７
月
の
計
算
期
間
の
自
己
負
担

所得区分「総所得金額等」 国民健康保険＋介護保険
上位所得者（所得 901万円超） 212 万円
上位所得者（所得 600 万円超
901万円以下） 141 万円

一般（所得 210万円超 600万円
以下） 67 万円

一般（所得 210万円以下） 60 万円
住民税非課税世帯 34 万円

70 歳未満の世帯の自己負担限度額（年額）限
度
額
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

▽ 

後
期
高
齢
者
利
用
制
度
加
入
者

＝
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課（
℡   

06
・
４
７
９
０
・

２
０
３
１
）

▽ 

国
民
健
康
保
険
加
入
者
＝
医
療

保
険
課
（
℡  
８
９
２
・
０
１
２

１
）

▽ 

社
会
保
険
加
入
者
＝
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
者

▽ 

介
護
保
険
＝
高
齢
介
護
課
（
℡  

８
９
３
・
６
４
０
０
）

問い合わせ 各担当課

⾼額医療・
⾼額介護合算制度

市ホームページをリニューアルしました！
　市ホームページを全面的にリニューアルしましたので、ご活用ください。
★ 分かりやすく・使いやすいデザインに
　分かりやすいアイコンになり、探している情報が見つけやすくなりました。
★ 利用者をサポートする機能の充実
　ふりがな・自動翻訳など、閲覧をサポートする機能が充実しました。
★ スマートフォンへの対応
　閲覧する端末に合わせて、最適なページレイアウトで表示されます。
問い合わせ　秘書広報課（℡  892・0121）

30.04.01 (6)
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